
 

議案第６１号 

 

   山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成２７年６月８日提出 

 

                  山陽小野田市長 白 井 博 文   

 

山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市手数料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９０号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１３の１の項の備考１中「移転する」を「同一敷地内において移転す

る」に改め、同表２の項の備考１中「移転した」を「同一敷地内において移転

した」に改める。  

附 則 

この条例は、平成２７年７月１日から施行する。 
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 議案第６１号参考資料 

山陽小野田市手数料徴収条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

別表第１３（第２条関係） 別表第１３（第２条関係） 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この表において

「法」という。）に関する事務 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下この表におい

て「法」という。）に関する事務 

 名称 事務 金額 

１ 建築物等

確認申請

手数料 

（略） （略） 

備考 

１ アの場合の床面積の合計は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る面積について算定する。 

(1) 建築物を建築する場合（次号に掲げる

場合及び同一敷地内において移転する場

合を除く。） 当該建築に係る部分の床

面積 

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をし

て建築物を建築する場合（同一敷地内に

おいて移転する場合を除く。） 当該計

画の変更に係る部分の床面積の２分の１

（床面積の増加する部分にあっては、当

該増加する部分の床面積） 

(3) 建築物を同一敷地内において移転する

 名称 事務 金額 

１ 建築物等

確認申請

手数料 

（略） （略） 

備考 

１ アの場合の床面積の合計は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る面積について算定する。 

(1) 建築物を建築する場合（次号に掲げる

場合及び移転する場合を除く。） 当該

建築に係る部分の床面積 

 

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をし

て建築物を建築する場合（移転する場合

を除く。） 当該計画の変更に係る部分

の床面積の２分の１（床面積の増加する

部分にあっては、当該増加する部分の床

面積） 

(3) 建築物を移転する場合（次号に掲げる
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場合（次号に掲げる場合を除く。） 当

該移転に係る部分の床面積の２分の１ 

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をし

て建築物を同一敷地内において移転する

場合 当該計画の変更に係る部分の床面

積の２分の１ 

２～６（略） 

２ 建築物等

完了検査

申請手数

料 

（略） （略） 

備考 

１ ア及びイの場合の床面積の合計は、建築

物を建築した場合（同一敷地内において移

転した場合を除く。）にあっては当該建築

に係る部分の床面積について算定し、建築

物を同一敷地内において移転した場合にあ

っては当該移転に係る部分の床面積の２分

の１について算定する。 

２（略） 

（略） 
 

場合を除く。） 当該移転に係る部分の

床面積の２分の１ 

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をし

て建築物を移転する場合 当該計画の変

更に係る部分の床面積の２分の１ 

 

２～６（略） 

２ 建築物等

完了検査

申請手数

料 

（略） （略） 

備考 

１ ア及びイの場合の床面積の合計は、建築

物を建築した場合（移転した場合を除

く。）にあっては当該建築に係る部分の床

面積について算定し、建築物を移転した場

合にあっては当該移転に係る部分の床面積

の２分の１について算定する。 

 

２（略） 

（略） 
 

  

  

 

 


